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研究要旨 

米国では、大麻を Schedule I (規制物質法)として規制しているが、産業用大麻(Hemp)については国として

合法化しており、州単位では医療用または成人向けに嗜好用目的での使用を認める動きが活発化している。

カナダにおいては、2018 年に国として成人向けに嗜好用目的での大麻使用を合法化している状況である。本

研究では、米国の各州における医療用大麻法 (Medical marijuana laws, MMLs)、レクリエーション用大麻法 
(Recreational marijuana laws, RMLs)、産業用大麻 (2018 Farm Bill)およびカナダの大麻法 (Cannabis Act)
について調査し、米国およびカナダの大麻規制の現状についてまとめた。 
米国 MMLs：昨年度の調査では 35 州+コロンビア特別区 (D.C.)で認められていたが、本年度の調査では 2

州追加され 37 州+D.C.となった。規制の状況は、一部の州において、大麻の適応症数は更新されていたが、

大麻の所持量、摂取法などに変更はなく州間で統一されていない状況のままであった。一方で、コロラド州で

は 20 歳未満の患者認定の厳格化や大麻製品購入量の制限を行うなど、制度の見直しも行われている。MMLs
が導入されていない 13 州では、カンナビジオール (Cannabidiol, CBD)のみ、所持・使用を認めていた。 
米国 RMLs：昨年度の調査では 16 州+D.C.で認められていたが、本年度の調査では 2 州追加され 18 州

+D.C.となった。成人による嗜好用目的としての大麻使用規制については、年齢制限、所持量制限、使用でき

る場所の制限などは変更されていなかった。コロラド州、ワシントン州およびカリフォルニア州では、交通事

故を起こして死傷した運転手の大麻成分陽性者数の増加や大麻または大麻成分を含有する食品等の摂取によ

る健康被害が増加していた。また、コロラド州では、2019 年より若年者に向けた大麻使用の防止キャンペー

ン「High Costs」を実施している。実施効果を調査したアンケート結果では、13-18 歳のおよそ 8 割が大麻

使用を思いとどまったと報告している。 
米国 Hemp regulations：米国では、2018年に繊維等の採取のために産業大麻(Hemp)の生産を合法化した。

Hemp は、乾燥重量でΔ9-tetrahydrocannabinol (THC) 濃度 0.3%以下の大麻草 Cannabis sativa L.であり

規制物質法の対象から除外されている。Hemp の栽培は許可制となっており、免許の更新、THC濃度の測定、

hemp の定義から外れる大麻草の処分など厳格なルールが定められている。 
カナダ Cannabis Act：2018 年より 18 歳以上のカナダ国民は、一定の制限下で大麻の所持や使用が認めら

れた。カナダ連邦政府は、基本的な法整備、大麻産業に関連するライセンスの発行や栽培可能な大麻の品種選

定等を行っている。一方で、各州政府は、連邦政府で決定した法律や大麻産業界のガイドラインを州単位の責

任で運用していた。 
米国の各州およびカナダでは、行政が大麻の生産や流通を管理することで公共の安全と住民の健康を守り、

未成年の大麻使用を防止する取り組みのもとで大麻の使用が認められている状況である。世界的な大麻規制

の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対する影響などを含む総合的な検

証が必要であろう。 

 

Ａ．研究目的 

近年、世界的に大麻規制の変革が進んでおり、大麻規

制を緩和する流れが起きている。米国では、大麻を

Controlled Substances Act (規制物質法)によって最

も規制の厳しい Schedule I と定めているが(1)、州単

位では医療目的または嗜好用目的による大麻の使用

を合法化する動きが活発化している。また、米国では、

乾燥重量でΔ9-tetrahydrocannabinol (THC)濃度が

0.3%以下の植物 Cannabis sativa L.については、産

業用の利用を 2018 年より全米で合法化し、許可を得

ることで栽培が可能となっている(2)。カナダにおい

ては、国として合法化を行い、一定の制限の中で嗜好

用目的での大麻使用を認めている(3)。米国やカナダ

の大麻規制の現状は複雑であり、その規制手法を正

しく理解することが重要である。さらに大麻規制の

変化が社会に対してどのような影響をもたらすか、
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その実態を把握する必要がある。 
 本研究では、米国の各州における医療用、嗜好用お

よび産業用としての大麻の規制の現状についてまと

めた。さらに、嗜好用大麻合法化後の社会的影響につ

いて、コロラド州、ワシントン州およびカリフォルニ

ア州が発表している自動車運転事故と健康被害の発

生状況についてまとめた。また、カナダにおける大麻

法 (Cannabis Act)についても調査を行い、規制の現

状についてまとめた。 
 
Ｂ. 方 法 

(1) 米国における医療用大麻法（Medical marijuana 

laws, MMLs） 

 2022年 3 月 6 日時点での、37州およびコロンビア

特別区 (D.C.)における MMLs の運用を担当する州の

管轄が公開している規定を調べ、州ごとの共通点と

相違点の比較整理を行った。調査項目は、年齢、患者

登録の有無、患者登録の有効期限、対象となる適用症、

所持量、使用方法として喫煙の可否とした。次に、カ

ンナビジオール(Cannabidiol, CBD)についてのみ医

療目的での所持・使用を認めている 13州について州

の公開している規定を調べ、MMLs と同様に州ごとの

共通点と相違点の比較整理を行った。 

 

(2)米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs） 

 2022年 3 月 6 日時点での、18州および D.C.におけ

る RMLsを運用する州の担当局の公開している規定を

調べ、年齢、所持量、大麻および大麻製品の購入にか

かる税金、使用制限について調査し、MMLs の規定と

の比較を行った。 

(米国では、recreational marijuana lawsに変わっ

て、 adult use of marijuana act、 adult use 

marijuana program、marijuana legalization act 

(bills, laws) 、 Regulation and Taxation of 

Marijuana Actなど recreationalという単語の使用

を控える州も認められるが、本文中では medical 

marijuana lawsと対比させるために前年度と同様に

recreational marijuana laws, RMLsで統一した。) 

 

(3) 大麻合法化後の社会への影響について 

 コロラド州が発表している Impacts of Marijuana 

Legalization in Colorado, A Report Pursuant to 

C.R.S. 24-33.4-516, July 2021 (4)、およびワシン

トン州が発表している Monitoring Impacts of 

Recreational Marijuana Legalization 2019 Update 

Report (5) お よ び Marijuana ’ s Impact on 

California, November 2020 (6)より自動車運転事故

および健康被害の推移を調査した。 

(4) カナダの大麻法 (Cannabis Act)および運用につ

いてカナダ連邦政府およびカナダ州政府が公表して

いる情報について調査し、具体的な運用方法をまと

めた(3,7)。 

 
(倫理面への配慮) 

 

本研究課題は、ヒトを対象とした研究ではなく、論

文または公表されている情報の調査研究のみの実施

であることから、倫理面の配慮は必要ないと判断し

た。 
 
Ｃ. 結 果 

 
(1) 米国における医療用大麻法（Medical marijuana 
laws, MMLs） 
米国では、大麻を規制物質法によって、最も規制の

厳しい Schedule Iと定めその使用を禁止している(1)。
一方、カリフォルニア州が 1996 年に米国内で初めて

大麻の医療目的使用を認める医療用大麻法（Medical 
marijuana laws, MMLs）を住民投票によって可決し、

2022 年 3 月 6 日までに 37 州とコロンビア特別区

(D.C.)において医療目的による大麻の個人的な所持

や使用を合法化したMMLs が州単位で運用されてい

る(Table.1)。 
医療目的で大麻を購入するためには、州の定めた手

続きに従って患者登録を行い、大麻を購入するため

のライセンスを発行してもらわなければならい。患

者登録には医師の診断が必要となっており、ワシン

トン州などは、一般の開業医などがその役割を担っ

ている(8)。一方で、ミズーリ州では、医療用大麻の取

り扱いについて学び、専門医として州に登録してい

る医師のみが、患者認定を行える制度をとっている

(9)。また、18 歳未満の患者が医療用大麻を使用する

場合、21 歳以上の親または介護者(caregiver) が代理
でライセンスを取得し、医療用大麻製品の購入や管

理を行う。ライセンスの有効期間は、1 年以内と定め

る州が多く、全ての州で更新が必須となっている。ま

た、患者になるための要件として、各州は独自に適応

症を定めており、少ないところではサウスダコタ州

が 5 つの疾患を対象としていたが、イリノイ州では

52 の疾患で適応を認めていた。オクラホマ州や D.C.
などでは、医師の判断で患者の大麻使用を決定でき

る制度を取っていた。 
医療用目的で大麻の購入を許可された申請者 (患者

または患者が未成年の場合はその caregiver)は、州の

許可した店舗で大麻を購入することができる。アラ
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スカ州やワシントン州では、最大で 1 oz (約 28.35 g)
までと制限されていたがオレゴン州では 24 oz (約
680.38 g)までとなっていた。ミネソタ州など 8 つの

州では、医療目的での大麻草の喫煙を禁止しており、

大麻加工製品のみ使用を認めていた。サウスダコタ

州では、21 歳未満の喫煙は禁止している。また、医

療用大麻の個人間での売買は 37 州および D.C.のす

べてで禁止されている。コロラド州では、高濃度の

THCを含む強力な大麻製品を未成年が使用すること

で脳の発育と精神に与える影響を懸念して法改正(法
案名House Bill 1317)を行い、2022 年 1月１日より

施行された(10)。House Bill 1317 施行前は大麻濃縮

物の購入可能量は 40グラムであったが、変更後は 2
グラムまでと制限している。また、患者の購入量を管

理し、1日に複数の店舗を訪れることを防ぐシステム

を運用を店舗に義務付けている。さらに 18 歳から 20
歳の患者登録に必要な医師の診断を 1 名から 2 名に

増やし、半年ごとに主治医の面談を行うなど規制面

の見直しが行われている。 
大麻の医療目的使用を禁止している 13 州のでは、

2014 年より大麻成分の一つであるが、精神作用を示

さない CBD の医療目的使用を認めている(Table.2)。
アイオワ州やジョージア州は、MMLs と同様に専門

の部を設置し、患者登録を行なっていた。そのほかの

州では、CBD の使用を認めた法律は運用されている

が、専門の部は設置されていなかった。CBD 製品の

特徴としては、THC 含有量を 0-5%未満と制限して

いた。ネブラスカ州およびカンザス州においては特

に CBD の取り扱いについて規定はしていなかった

が、医薬品である Epidiolex®のみ、医師の判断で適応

疾患について合法的に使用を認めている。したがっ

て、大麻は、全米で医療目的による使用が認められて

いるわけではなく、約 3 割の州は依然として禁止薬

物のままである。大麻の医療用途としては、がん治療

や HIV/AIDS 治療の副作用緩和に適応されているが、

臨床上の有効性はさらなる検討が必要であると考え

られる。また、大麻の適用症、所持量、摂取方法は州

間で統一されておらず、大麻の医療目的使用として

の今後の課題であると考えられる。 
 
(2) 米国における嗜好用大麻法（ Recreational 
marijuana laws, RMLs） 
米国では、21 歳以上の成人による大麻使用を認めた

嗜好用大麻法（Recreational marijuana laws, RMLs）
が、2012 年に住民投票を経てコロラド州とワシント

ン州で可決され、2022 年 3月 6日時点で 18 州およ

び D.C.で RMLs が運用されている。RMLs が運用さ

れている州内では、規則を守っている限り大麻を所

持または使用することによって州法で処罰されるこ

とはない。 
MMLsおよびRMLsの比較一覧をTable.3に示す。

基本的に医療用途が認められてから数年後に嗜好用

途を認める流れとなっている。嗜好用目的で大麻を

使用する場合、RMLs を運用する全ての州で 21 歳以

上と年齢制限を定めている。2022 年 3月 6日時点で、

バーモント州 (2022 年開始予定)、モンタナ州 (2022
年 10月開始予定)、バージニア州 (2024 年開始予定)
および D.C.を除いて大麻の商業流通が認められてお

り、州がライセンスを付与した店舗のみで購入が可

能となっている。個人間の売買は 18 州および D.C.
のすべてで禁止されている。入店の際、セキュリティ

ーに ID を見せ、年齢チェックを行うことを義務付け

ている。 
嗜好用大麻の販売を許可された店舗で大麻を購入

する場合、大麻の購入可能量は、州ごとに定められた

所持量の範囲内であり、規定量を超えて所持または

購入すると違法行為(医療用大麻も同様)となる。また

医療用大麻と比べると嗜好用大麻の所持量は少なく

制限されている場合が多い (Table.3)。大麻が使用で

きる場所は、医療および嗜好用問わず基本的に自宅

のみと制限されている。公共の場や連邦政府の管轄

地域での使用は禁止されている。また、大麻を使用し

ながら自動車の運転操作も禁止されている。 
医療用または嗜好用として大麻を購入する場合、一

般的には州の定めた大麻税や消費税などがかかる。

医療用大麻と比較して嗜好用大麻は、ほとんどの州

で税率が高く設定されている(Table.3)。コロラド州、

オレゴン州またはカリフォルニア州など大麻の販売

で得られた税収は、州の事業のほか、公立学校の資金

援助や薬物乱用の規制等のプログラムに用いられて

いる(11-13)。2020 年度のコロラド州では、約 8,380
万ドルが公立学校の建築や設備投資され、約 3,650万
ドルを様々な教育プログラムに配分している(4)。具
体的な教育プログラムとしては、コロラド州デンバ

ーにおいて 2017 年より「HIGH COSTS」と呼ばれ

る 13-18 歳を対象とした大麻使用防止キャンペーン

が実施されている。本キャンペーンの特徴は、10 代
の若者に対して、大麻を使用することで直面する健

康上そして経済的な問題などを伝えることで、その

事実から大麻使用について考える機会を作ることで

ある。本キャンペーンでは、ホームページ、Youtube、
Facebook、TV放送など様々なメディアやネットワー

クを通じてどこにいても大麻の情報にアクセス出来

る環境を構築している。その結果、2019年ではHIGH 
COSTS を知っているデンバー10代の 537 人にアン

ケート調査を行い 81%が大麻使用を思いとどまった
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と報告している(14, 15)。本キャンペーンでは、若年

期における大麻使用に関する科学的エビデンス、健

康上の問題、法律、将来に影響する経済上の問題など

について website などを通じて情報を提供している

(15)。HIGH COSTS で作成された website上で情報

提供している未成年の大麻使用によって引き起こさ

れる懸念事項については Table.4 にまとめた。デンバ

ーの薬物防止教育の年間予算は、160万ドルとなって

おりそのうちの 3,000 万ドルが大麻販売から得られ

た税収となっている。HIGH COSTS は、薬物防止教

育の年間予算の 28%を利用して実施されている(16)。 
以上の調査結果から、RMLs を運用している州では、

年齢、所持量そして使用可能な場所に制限をかけ、違

反時には罰則と若年層には使用させない規則の下で、

21 歳以上の大麻使用が認められていることが明らか

となった。また、未成年においては、大麻を使用させ

ない教育プログラムが実施されるなど対策がなされ

ていた。 
 
(3) 大麻合法化後の社会への影響について 
 大麻影響下における自動車の運転と事故の関連性

は、多くの研究から報告されている(17)。2012 年か

ら 2016 年までの交通事故全体の発生率は、コロラド

州のほか、嗜好用大麻を認めているワシントン州お

よびオレゴン州において、嗜好用大麻を認めていな

い州と比較して 5.2%高いと報告されている(18)。コ

ロラド州で発生した交通事故の死傷者のうち大麻成

分が陽性となった運転手の推移を Table.6 に示す。コ

ロラド州では、店舗販売前の 2013 年の交通事故の死

亡者で大麻成分が陽性を示した人数は55人であった

が、2019 年には 132 人と約 2.4 倍も増加している。

さらに 2013 年以降大麻だけではなくお酒や様々な

薬物の併用などを検出した死亡者が約 7 割前後を占

めており、大麻と薬物の併用による運転能力への影

響が懸念される。ワシントン州では、生命に関わる重

大事故を起こした運転手のうち、THC 陽性者は、合

法化前の 2011 年 32 人から 2019 年は 91 人と約 2.8
倍も増加している(5)。カリフォルニア州では、薬物

名は公表していないが、薬物使用による交通事故死

者数は 1995 年の 266 人から 2018 年は 742 人と 2.7
倍に増加している(6)。これらの報告は、大麻使用が

直接の原因となって自動車事故を引き起こしたこと

を示すものではない。しかしながら、死傷者からTHC
が検出される割合は年々増加しており、大麻使用後

の自動車運転に関しては注意を要する状況となって

いる。 
 大麻を合法化している州では、大麻草のほかに、

THC や CBD など大麻成分を含有する食品や濃縮物

等が流通している。近年、大麻および大麻関連製品の

使用後に体調不良を起こし、救急搬送や健康相談の

件数の増加が報告されている。コロラド州内では、大

麻合法化前の 2011 年と合法化後の 2019 年とで比較

すると、0-5 歳の割合は、18 人から 103 人と約 5.7
倍に増加、6-12 歳では、0 人から 19 人まで増加、13-
19 歳では、24 人から 56 人と約 2.3倍増加、20-29 歳

では、16 人から 34 人と約 2.1倍増加、30 歳以上で

は、24 人から 51 人と約 2.1 倍増加となっていた

(Fig.1)。ワシントン州では、Washington poison 
center への電話相談件数は、2014 年の 242 件から

2018 年は 439件と約 2.8倍に増加している(5)。カリ

フォルニア州で救急搬送された人数は、 2005 年の

1,393 人から 2019 年は 14,993 人と約 9.8 倍に増加

が報告されている(6)。コロラド州、ワシントン州そ

してカリフォルニア州では、いずれの州も大麻が合

法化されて以来大麻および大麻関連製品摂取後によ

る健康被害の発生の件数が増加していることが明ら

かとなった。ワシントン州では、2017 年より

Emergency call の番号を記載した「NOT FOR KIDS」
というロゴを作成し、大麻製品のパッケージに付け

ることで、子供を持つ親に対して注意喚起を行って

いる (19)。Richards らによる 8ヶ月から 12 歳の意

図しない大麻および大麻関連製品摂取について44報

をまとめた総説によると、114 人の子供に見られた症

状は、無気力(71%)、運動失調(14%)、続いて頻脈、散

瞳、筋緊張低下などであった。114 人の症例はすべて

救急科で治療されており、病院での平均滞在時間は

27.1±27.0時間と報告されている。20 人が集中治療

室に入院し、7 人が気管挿管の処置を受けていた。こ

のように、子供による意図しない大麻および大麻関

連製品摂取は、深刻な公衆衛生上の懸念となってい

る。市販のお菓子と大麻クッキーや大麻キャンディ

ーは子供にとって区別することは困難であり、また

パッケージの警告ラベルも理解できない可能性があ

る。そのため製品は、施錠されたキャビネットに保管

するなど家庭内の意識を高めることが重要であると

指摘されている(20)。 
 
(4) 米国における産業用大麻の利用  (Agriculture 
Improvement Act of 2018 (2018 Farm Bill)) 
米国では、繊維等の生産の目的で産業用大麻

(Hemp)が 2018 年に合法的に栽培可能となった(2)。
Hemp は米国農務省(USDA)によって規制されてい

る作物 で あ り 、 そ の 規則は Domestic Hemp 
Production Program で定められている(2)。Hemp は、

THC の濃度が乾燥重量あたり 0.3%以下の大麻草と
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Act of 2018 (2018 Farm Bill)で定義される(21)。収穫
物の THC 濃度が 0.3%以上の場合は、法律の手順に

従って破棄しなければならい(22)。THC 濃度の分析

は、許可された専門の検査機関が行うこととなって

いる。Hemp を生産するためには州または USDA か

らライセンスを取得するする (規制物質に関する犯

罪歴が過去10年以内にある場合はライセンス取得が

できないなど制限がある)。また、ライセンスは 3 年

ごとに更新する必要がある。USDA によるライセン

スの承認数は 2018 年の 3,543 件から 2020 年では

13,475件と 3.8倍の増加しており、Hemp の生産は

全米で拡大していることが明らかになった(23)。
Hemp の産業用利用目的としては、繊維、食料原料そ

して CBD の抽出に用いられている(24)。Hemp は、

THC 濃度を乾燥重量あたり 0.3%以下と明確に定義

して、専門の検査機関によって収穫物の検査を行う

ことで THC 濃度 0.3%を超える大麻草 (Schedule I
に該当) 由来の製品が市場に流通しないよう管理さ

れていることが明らかとなった。 
 
(5) カナダの大麻法 (Cannabis Act)および運用につ

いて 
 2018年 10月 17日より 18歳以上のカナダ国民は、

嗜好用として一定の制限下で大麻の所持や使用が合

法化された。嗜好用途を合法化した法律は Cannabis 
Act と呼ばれ、カナダ全土での大麻の生産、流通、販

売、所持を管理するための厳格な法律となっている

(3)。合法化の主な目的は、Cannabis Act 7-purpose
において「大麻へのアクセスを制限することで若者

の健康を保護する、大麻使用の誘惑から若者や使用

しない人を保護する、大麻に関連する違法行為を減

らすために、合法的な生産を許可する、違法行為に対

して適切な措置を行う、大麻犯罪に関する刑事司法

制度の負担を軽減する、品質管理された大麻を供給

する、大麻使用に関連する健康リスクに対する一般

の認識を高める」と述べられている(25)。Cannabis 
Act では、州または準州の基準に従って、18 歳以上

の成人は法的に以下のことが許可される(3)。公共の

場で大麻を最大 30グラムまで所持可能、大麻関連製

品の所持量は、乾燥大麻の重量に基づいており、1グ
ラムの乾燥大麻は、5 グラムの新鮮な大麻、15 グラ

ムの食品、70グラムの液体製品、0.25グラムの濃縮

物、大麻種子 1 個分と定義されている。州または準

州の認可を受けた小売業者から大麻または大麻関連

製品を購入可能、州等が小売を許可していない場合

は連邦政府の許可を受けた事業者からオンラインで

購入可能、住居ごとに 4 株までの栽培可能、家庭内

で大麻を使用した食品や飲料の製造可能 (有機溶剤

を使用した濃縮物の製造は禁止)となっている。大麻

を使用可能な場所は、基本的に自宅となっているが、

場所の制限は州および準州の規定に従うこととなっ

ている(3)。また、Cannabis Act では、18 歳未満に大

麻を販売または提供することを固く禁じており、違

反した場合最大 14 年の懲役刑を設けている。そのほ

かにも大麻影響下での運転操作を禁止している (3)。 
カナダの大麻規制の取り組みは、連邦政府と州政府

とで役割を分担しているところが特徴となっている。

連邦政府の責任は、栽培可能な大麻の品種の選定、大

麻の栽培および製造を行う生産者に対する要件の設

定、大麻産業全体の規則と基準 (販売可能な大麻関連

製品の種類、製品の包装およびラベル表示の要件、サ

ービングサイズ、プロモーション活動の制限など)を
設定することである。また、大麻産業に関連するライ

センスの供与と連邦消費税や物品税の徴収も行う

(26)。さらにカナダ連邦政府は、2018 年より少なく

とも 5 年間は最大で 4,600 万ドルを大麻に関する教

育と意識向上活動のために投資することを

Cannabis Act で定めている。一方で、州政府の責任

は、連邦政府の定めた規制を州の責任で運用するこ

ととなっている。具体的には、年齢の制限強化

(Cannabis Act より基準を緩和することは禁止)、大

麻よび大麻関連製品の流通とその監視、所持可能な

大麻量、使用可能な場所の設定などを行う(7)。さら

に、州および準州は、消費者からそれぞれの地域に応

じた大麻税を徴収する責任を負う(26)。州および準州

の年齢制限、購入可能場所、所持量および管轄を

Table.5 にまとめた。年齢についてはアルバータ州の

み 18 歳となっていたが、それ以外の州では 19 歳以

上とCannabis Actよりも高く設定されていた。また、

大麻および大麻関連製品の購入については、アルバ

ータ州などは、一般の小売業者に販売許可を出して

いるが、ケベック州のように政府直営店のみで購入

を許可している州もある。ケベック州内では、公衆の

健康と安全を保護するために 2019 年 11月 1日に連

邦政府の定めた Cannabis Act を強化した Cannabis 
Regulation Act を可決している(27)。この法律では、

公共の場では屋内または野外を問わず大麻の使用は

禁止され、年齢制限は 21 歳以上と引き上げられてい

る。 
以上まとめるとカナダでは、米国の州と同様に嗜好

用大麻の所持や使用については年齢制限が設けられ

自動車運転も禁止されていた。合法化の目的は、大麻

使用可能な年齢、所持可能量の制限や大麻製品の製

造に関する基準を設けることで公共の安全を守るこ

とと未成年の大麻使用の防止となっていた。 
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Ｄ. 考 察 

 米国では、37 州および D.C.において大麻を医療目

的で使用することを認めている。しかし、適応症の数、

個人の所持量や使用方法などは州単位で異なってお

り、MMLs を認めている全ての州で統一されていな

い状況であった。適応症の中で、がん治療や

HIV/AIDS 治療に伴う食欲不振や吐き気止めなど特

定の症状の抑制に対する効果は認められているので、

これらが米国における医療用大麻の使用拡大に寄与

していると考えられる。しかしながら、他の適応症に

関しては、臨床上の有効性に関する検討が不足して

おり、更なる研究が必要であると考えられる。一方で、

コロラド州では未成年患者における高濃度 THC を

含む大麻濃縮物の使用を懸念して、医療用大麻の運

用方法を見直すなどの動きも認められる。引き続き、

医療目的での大麻使用についてどのように制度が変

わっていくか調査を続ける必要がある。 
大麻を成人向けに嗜好用として使用を認めている

州では、大麻の売買は課税対象となっており、州の財

源となっている。また、大麻を合法化した州では、税

収の使い方を定めており、その一部は公立学校の建

設費用や教育プログラムに配分することとなってい

た。実際にコロラド州では、公立学校の建築や設備投

資、教育プログラムや薬物乱用の予防啓発に配分し

ていることも本調査で明らかになった。以上のこと

から、米国の州において大麻の所持・使用を認める動

きは、必ずしも大麻の安全性を背景にしたものでは

なく、大麻の流通量や社会情勢が影響していると考

えられる。 
コロラド州、ワシントン州およびカリフォルニア州

では、大麻および大麻関連製品の使用に関連した交

通事故の増加、救急搬送事例件数や電話による健康

相談件数の増加などの健康被害の発生が確認されて

いる。したがって、未成年の大麻使用防止教育、大麻

影響下における自動車運転の抑止そして家庭内での

大麻および大麻関連製品の管理の徹底はきわめて重

要な課題である。大麻使用が合法化されたことで大

麻使用者は増加することから、今後も新たな公衆衛

生上の問題が発生する可能性がある。米国の州では

厳格な規則のもと大麻の使用を認めているが、コロ

ラド州、ワシントン州およびカリフォルニア州から

見た実態は、必ずしも規則が守られているとは限ら

ない状況である。 
米国では、産業用大麻(Hemp)の生産に関しては、

THC 濃度を乾燥重量あたり 0.3%以下と明確に定義

して、その生産と流通を管理していることが明らか

となった。Hemp の生産が全米で拡大することで、生

産に関する制度、経済そして公衆衛生にどのような

影響をもたらすか、引き続き調査を行う必要がある。 
カナダでは、米国の州と同様に嗜好用大麻の所持や

使用については年齢制限を設けていた。使用可能な

場所も基本的に自宅のみとなっており、自動車運転

も禁止されていた。合法化の目的は、大麻使用可能な

年齢、所持可能量の制限や大麻製品の製造に関する

基準を設けることで公共の安全を守ることと未成年

の大麻使用の防止となっていた。 
引き続き、世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国

でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対

する影響などを含む総合的な検証が必要であろう。 
 
Ｅ. 結 論 

 米国の州およびカナダにおいて、大麻の使用には

厳格な規則が定義されている。特に、嗜好用として認

めている州では、罰則規定など厳しい規制を設けて

青少年での使用には警戒している。一方で、必ずしも

大麻の規制が守られているわけではなく、様々な公

衆衛生上の問題も発生している。世界的な大麻規制

の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康

被害および社会生活に対する影響などを含む総合的

な検証が必要であろう。 
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Table.1 米国 37 州および D.C.における Medical marijuana laws の比較 

 
 2022 年 3月 6日時点における米国 37 州および D.C.の医療用大麻の州管轄ホームページより運用方法の情

報を収集した。基本的な患者登録可能な年齢は 18 歳以上だが、すべての州で医師および親の同意があれば 18
歳未満でも患者登録は可能である。18 歳未満の患者(アラバマ州は 19 歳未満)が大麻製品を購入する場合、21
歳以上で州から資格を得た caregiver が代理で対応する必要がある。適応症の数は、制度の見直しによって増

減する可能性がある。所持量は大麻草の量を表しており 1 oz は約 28.35g で換算される。大麻加工製品は製

品の種類ごとに所持量の規制がある。喫煙は、大麻草の加熱吸引のことであり、ヴェポライザー等の使用につ

いては別に規制される場合がある。大麻および大麻加工製品の使用可能な場所は基本的に自宅のみである。

大麻影響下における自動車等の運転操作は禁止されている。ミシシッピ州の MMLs は 2022 年 6月より開始

予定、アラバマ州は未定となっている。 
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Table.2 米国 13 州における Cannabidiol (CBD)の取り扱いの比較 

 
 2022 年 3月 6日時点における米国 13 州の州政府ホームページよりカンナビジオール(Cannabidiol, CBD)
の運用方法の情報を収集した。アイオワ州やジョージア州は MMLs のような専門の部署を設置していた。基

本的に CBD を入手するためには、州または医師の許可が必要となっているが、ケンタッキー州とテネシー州

ではそのような制度は運用されていなかった。CBD 製品は、THC 含量を制限しており、最大でも 5%未満と

なっていた。10 州は適応可能な疾患を定めていおり、ジョージア州はガンの末期治療またはガン治療に伴う

吐き気や嘔吐の抑制、筋萎縮性側索硬化症、てんかん、多発性硬化症、クローン病、ミトコンドリア病、パー

キンソン病、鎌状赤血球症、トゥレット症候群、自閉症スペクトラム障害、表皮水疱症、アルツハイマー病、

エイズ、難治性疼痛、PTSD の 15疾患、テキサス州は難治性てんかん、発作、難治性神経変性疾患、末期癌、

多発性硬化症、痙縮、筋萎縮性側索硬化症、自閉症の 8 疾患が使用可能な対象となっていた。アイダホ州と

ネブラスカ州は、CBD を運用する制度は設けていなかったが、米国では Eipidolex®のみ医師の判断で適応疾

患(レノックス・ガスト-症候群、ドラベ症候群および結節性硬化症)の治療に用いることが可能となっている。

CBD の医療目的使用のみを認めている 13 州において大麻の所持・使用は違法行為である。 
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Table.3 米国 18 州および D.C.における医療用とレクリエーション用の大麻規制の比較 

  
 2021 年 3月 6日時点の医療用大麻法と嗜好用大麻法を管轄する州のホームページより法律名、法案が可

決した年、大麻使用可能な対象年齢、大麻の所持量、大麻の購入かかる税金の規定を調査した。所持量や栽

培可能量は、基本的に医療用途で多く認められている。税金は、嗜好用途で多く課せられている。D.C.で
は、嗜好用としての大麻の商業取引は禁止されている。使用可能な場所はすべての州で共通して自宅などプ

ライベート空間のみとなっていた。 
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Table.4 未成年向け大麻使用防止キャンペーン「HIGH COSTS」website情報 

 
コロラド州デンバーで実施された「HIGH COSTS」キャンペーンでは、website を用いて科学的に報告さ

れている大麻の効果、大麻摂取による健康上の影響、コロラド州における大麻の取り扱いに関する法律、21
歳未満が大麻を使用することで起こる将来的な不利益について情報発信をしている(15)。デンバー市内では

看板やバスにキャンペーン広告のペイントを行ない、誰もが大麻の情報にアクセスできるよう情報発信を行

っている。 
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Table.5 カナダ 10 州および 3準州における Cannabis Act 運用方法の比較 

 
2022 年 3月 6日時点における国として認めているカナダ 10 州および 3準州の政府ホームページより大麻

の嗜好用途を定めた大麻法 (Cannabis Act)の運用方法の情報を収集した。大麻を使用可能な年齢は 18 歳以

上となっていた。カナダは国として大麻および大麻関連製品の販売を認めており、販売許可を得ている店舗

または州政府が運営する店舗で購入することが可能となっている。所持量は乾燥大麻草 30グラムで統一され

ていた。大麻規制については州政府が監督を行っている。 
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Table.6 コロラド州における大麻関連の交通事故死傷者数の推移 
 

 
 Impacts of Marijuana Legalization in Colorado, A Report Pursuant to C.R.S. 24-33.4-516, July 2021 (4)
より交通事故死亡者から大麻成分が検出された死亡者数の推移を示す。コロラド州では 2014 年より大麻およ

び大麻関連製品の店舗販売が開始された。「他の薬物」における薬物名は不明である。 
 
  

死亡事故 ⼤⿇のみ ⼤⿇とお酒 ⼤⿇と他の薬物 ⼤⿇とお酒と他の薬物 合計死亡者数
2013 23 18 9 5 55
2014 32 31 6 6 75
2015 42 26 22 8 98
2016 45 46 26 8 125
2017 46 36 32 25 139
2018 30 44 30 11 115
2019 42 45 25 20 132



 84 

  

 
Fig.1 コロラド州における大麻および大麻関連製品摂取後の健康被害発生状況の推移 
 Impacts of Marijuana Legalization in Colorado, A Report Pursuant to C.R.S. 24-33.4-516, July 2021 (4)
より大麻および大麻関連製品摂取後の年齢別の救急搬送数の推移を示す。コロラド州では 2012 年に 21 歳以

上の成人向けに嗜好目的での大麻使用が合法化され、2014 年より大麻および大麻関連製品の店舗販売が開始

された。 
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